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市
税
な
ど
の
納
付
や
相
談
、

滞
納
に
つ
い
て

■
市
税
の
納
付
方
法

　
金
融
機
関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
な
ど
で
納
め
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
口
座
振
替
の
引
き
落
と

し
は
、
納
め
忘
れ
が
な
く
便
利
で

す
。
届
け
出
印
を
用
意
し
て
、
市

内
の
金
融
機
関
ま
た
は
郵
便
局
で

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

■
休
日
納
付
相
談
窓
口
の
開
設

　
平
日
に
納
付
が
困
難
な
人
や
市

税
な
ど
の
納
付
に
関
す
る
相
談

は
、
月
１
回
、
日
曜
日
に
開
設
す

る
休
日
納
付
相
談
窓
口
を
ご
利
用

く
だ
さ
い
。

■
納
付
相
談

　
災
害
や
失
業
な
ど
の
事
情
で
、

納
期
限
ご
と
の
納
付
が
困
難
な
人

は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

■
市
税
な
ど
を
滞
納
す
る
と

　
期
限
ま
で
に
納
め
て
い
る
大
多

数
の
人
と
の
公
正
・
公
平
を
確
保

す
る
た
め
、
法
律
の
定
め
に
よ
り

厳
正
な
滞
納
処
分
な
ど
を
執
行
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
債
権
（
給

与
、
年
金
、
売
掛
金
な
ど
）、
不

動
産
（
土
地
、
家
屋
）、
動
産
（
自

動
車
、
バ
イ
ク
な
ど
）
を
差
し
押

さ
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

■
市
の
債
権
を
適
正
に
管
理

　
市
の
有
す
る
債
権
の
う
ち
、
市

税
、
強
制
徴
収
公
債
権
（
介
護
保

険
料
、後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、

保
育
料
、
下
水
道
使
用
料
、
道
路

占
用
料
な
ど
）
の
滞
納
は
、
債
権

管
理
課
で
滞
納
処
分
な
ど
の
法
的

1003914

令
和
7
年

４月 20 日（日） 令
和
7
年

10 月 19 日（日）
５月 18 日（日） 11 月 16 日（日）
６月 15 日（日） 12 月 14 日（日）
７月 13 日（日） 令

和
8
年

１ 月 18 日（日）
８月 17 日（日） ２ 月 15 日（日）
９月 21 日（日） ３ 月 15 日（日）

休日納付相談窓口日程表

時間　午前８時 30 分～午後５時

ワ
ー
ク
ブ
ー
ス
を
貸
し

出
し
て
い
ま
す

1014113　
テ
ラ
ス
沼
田
内
に
、
無
線
Ｌ
Ａ

Ｎ
対
応
で
ど
な
た
で
も
利
用
で
き

る
ワ
ー
ク
ブ
ー
ス
を
設
置
し
て
い

ま
す
。

設
置
場
所
　
テ
ラ
ス
沼
田
５
階

予約サイト

　
老
朽
化
が
進
む
水
道
施
設
の
更

新
、
耐
震
性
の
向
上
を
図
り
、
安

全
で
安
心
な
水
道
水
を
継
続
的
に

供
給
す
る
た
め
、
４
月
１
日
か
ら

上
水
道
区
域
の
水
道
料
金
を
改
定

し
ま
し
た
。
新
料
金
は
、
従
来
比

14
％
の
改
定
と
な
り
、
全
て
の
検

針
期
間
が
料
金
改
定
日
以
降
と
な

る
第
３
期
（
９
月
請
求
分
）
か
ら

適
用
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
令
和

９
～
12
年
度
に
は
従
来
比
28
％
の

改
定
を
予
定
し
て
お
り
、
皆
さ
ま

に
は
ご
負
担
を
お
掛
け
い
た
し
ま

す
が
、
水
道
事
業
の
健
全
な
運
営

の
た
め
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。

　
な
お
、
簡
易
水
道
区
域
の
水
道

料
金
と
下
水
道
使
用
料
の
改
定
は

あ
り
ま
せ
ん
。

問
合
せ
　
料
金
に
関
す
る
こ
と

は
、
上
下
水
道
経
営
課
経
営
係
☎

内
線
４
１
２
８
・
４
１
４
５

検
針
に
関
す
る
こ
と
は
、
両
毛
ビ

ジ
ネ
ス
サ
ポ
ー
ト
㈱
☎
２
４
・
８

８
１
１ 上

水
道
区
域
の
水
道
料
金

を
改
定

1002538

手
続
き
を
含
め
た
管
理
を
執
行
し

ま
す
。
非
強
制
徴
収
公
債
権
（
児

童
手
当
返
還
金
、
生
活
保
護
費
返

還
金
な
ど
）、
私
債
権
（
市
営
住

宅
使
用
料
、
水
道
使
用
料
な
ど
）

で
所
管
課
か
ら
債
権
管
理
課
へ
移

管
す
る
決
定
の
あ
っ
た
も
の
も
同

様
で
す
。

問
合
せ
　
債
権
管
理
課
収
納
管
理

係
☎
内
線
３
０
３
４

設
置
内
容
　
１
人
用
と
３
人
用
そ

れ
ぞ
れ
１
基

利
用
時
間
　
12
月
29
日
か
ら
１
月

３
日
を
除
く
毎
日  

午
前
９
時
～

午
後
９
時

利
用
料
　
▽
１
人
用
　
１
時
間
２

２
０
円
▽
３
人
用
　
１
時
間
３
３

０
円

※
決
済
方
法
は
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
決
済
の
み

利
用
方
法  

①
ア
カ
ウ
ン
ト
の
登

録
→
②
利
用
者
登
録
申
請
→
③
企

画
政
策
課
で
身
分
証
明
書
を
提
示

し
、
利
用
申
請
の
承
認
を
受
け
る

→
④
利
用
予
約
、
決
済
、
暗
証
番

号
の
発
行

※
２
回
目
以
降
の
利
用
は
、
④
の

み
で
利
用
で
き
ま
す

※
ア
カ
ウ
ン
ト
の
登
録
方
法
、
利

用
者
登
録
申
請
方
法
な
ど
の
詳
細

は
、
市
Ｈ
Ｐ
ま
た
は
予
約
サ
イ
ト

ス
マ
ー
ト
空
間
予
約
（
左
記
）
で

確
認

問
合
せ   

企
画
政
策
課
Ｄ
Ｘ
推
進

室
☎
内
線
４
０
３
６

ミ
ズ
ノ
ウ
エ
ル
ネ
ス
沼
田

登
録
料
無
料
＆
お
友
達
紹

介
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

1015498　
春
を
迎
え
心
機
一
転
体
を
動
か

し
て
、
気
持
ち
の
良
い
新
年
度
を

ス
タ
ー
ト
し
ま
せ
ん
か
。
登
録
料

問
合
せ
　
環
境
課
環
境
保
全
係
☎

内
線
３
０
７
５
　

 空間放射線量測定結果（測定日：3月 6 日　地表 100 ㌢で測定、単位：マイクロシーベルト／時間）テラス沼田 0.08、利南地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.04、  
 池田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.04、薄根地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.05、川田地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.05、白沢地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.04、利根地区ｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ 0.04　　

                     問合せ    環境課環境保全係☎内線 3072

1002608
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